
(衆議院議員総選挙)
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そ の 他

そ の 他 機関紙誌（別記4参照）
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(1)　選挙事務所表示のためその場所において使用するもの
　　・選挙事務所ごとに通じて3以内（ちょうちんは1個）
　　・規格制限あり

　　  ポスター、立札及び看板の類　350×100㎝以内
　　　ちょうちん　高さ85×直径45㎝以内

(2)　選挙運動用自動車、船舶に取り付けて使用するもの
　　・枚数制限なし（ちょうちんは1個）
　　・規格制限あり
　　　ポスター、立札及び看板の類　273×73㎝以内
　　　ちょうちん、高さ85×直径45㎝以内

　　・規格制限あり
　　　ポスター、立札及び看板の類　273×73㎝以内（屋内の会場内は制限なし）
　　　ちょうちん　高さ85×直径45㎝以内
　　・屋内の会場内は映写等の類が可能

※　衆議院名簿届出政党等の行う新聞広告が無料となるのは、当該政党等の得票総数が当該選挙区における有効投票総数の
　　2／100以上である場合に限る。

(3)　政党等演説会の会場において使用するもの
　　・枚数制限

　　　ア　会場外　会場前に必ず中央選挙管理会から交付された証票をつけた立札又は看板の類を掲示
　　　　　　　　　しなければならない。なお、この証票は選挙区ごとに8枚交付されるので、同時開催は
　　　　　　　　　最大限8箇所に制限される。会場外にポスター、ちょうちんは掲示できない。

　　　イ　会場内　枚数制限なし(ちょうちんは1個)

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

名簿を届け出た選挙区内の都道府県ごとに　1箇所
・1日につき1回を超えて移動できない。
・入り口に標札（中央選挙管理会が交付）を掲示する。

名簿を届け出た選挙区ごとに
（名簿登載者数5人まで）　各1
（超 え る 10 人 ご と） 各1追加
・中央選挙管理会が定める表示板が必要
・拡声器については、政党等演説会や幕間演説の開催中は、その会場において別に1そろいを使用可能

名簿を届け出た選挙区ごとに
・中央選挙管理会に届け出たもの2種類以内
・枚数、規格制限なし
・頒布方法
　① 新聞折込み
　② 当該名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所
　③ 当該名簿届出政党等である候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所
　④ ③の候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所
　⑤ ②の名簿届出政党等の所属候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所

(1)(ウェブサイト等)　※第三者も含めて選挙運動が可能
　・電子メールアドレス等の表示義務あり

(2)(電子メール)　　　※第三者は電子メールを利用した選挙運動はできない
　・選挙運動用電子メール送信者の表示義務あり
　　① 選挙運動用電子メールである旨
　　② 選挙運動用電子メール送信者の氏名・名称
　　③ 選挙運動用電子メール送信者に対し送信拒否通知を行うことができる旨
　　④ 送信拒否通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先

　・送信先の限定あり
　　① あらかじめ、選挙運動用電子メール送信の求め・同意を選挙運動用電子メール送信者に通知した者
　　② 政治活動用電子メールを継続的に受信している者であって、あらかじめ、選挙運動用電子メールの
　　　 送信の通知を受け、拒否しなかった者

無料でできる。　※
・記事下に限る。色刷り不可
・寸法、回数については別記1のとおり

1回発行
・寸法については別記2のとおり

パンフレット又は書籍（別記3参照）、機関紙誌（別記4参照）

名簿を届け出た選挙区ごとに
・500枚に当該選挙区における名簿登載者数を乗じて得た枚数以内
・中央選挙管理会に届け出たもの3種類以内
・規格制限あり（85×60㎝以内）
・証紙の貼付が必要

(3)有料インターネット広告
　・政党等の選挙運動用ウェブサイトに直接リンクした政治活動用有料インターネット広告が可能

自動車・船舶・拡声
機（携帯用を含む）
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選 挙 事 務 所

インターネッ
トを利用する

方法

衆議院名簿届出政党等の行うことのできる選挙運動（比例代表）



(別記1)新聞広告
○総寸法及び回数

回　数

16回以内

32回以内

48回以内

64回以内

○1回当たりの新聞広告の寸法

　

(別記2)選挙公報の寸法

(別記3)パンフレット・書籍

頒 布 方 法

記 載 上 の 留 意 点

・当該名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所
・当該名簿届出政党等である候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は
　街頭演説の場所
・当該名簿届出政党等に所属する衆議院議員総選挙における候補者の選挙事務所内、個
　人演説会の会場内又は街頭演説の場所

・パンフレット等の表紙には、以下を記載しなければならない。
　名簿届出政党等の名称
　頒布責任者及び印刷者の氏名（法人にあっては名称）及び住所
　142条の2第1項のパンフレット又は書籍である旨を表示する記号

・公職の候補者（名簿届出政党等の代表者を除く。）の氏名又はその氏名が類推されるよ
　うな事項を掲載することができない。

項　　　　　　目

政 党 等 演 説 会

街 頭 演 説

そ の 他

回数制限なし（同時開催は名簿を届け出た選挙区ごとに8箇所以内）

停止した車上又は船上及びその周囲
演説者がその場にとどまり、標旗を掲げる
・標旗は当該選挙区ごとに選挙すべき議員の数に相当する数を交付
・午前8時から午後8時まで
・選挙運動員の人数制限はなし

連呼行為
・政党等演説会の会場
・街頭演説の場所（午前8時から午後8時まで）
・選挙運動用自動車、船舶の上（午前8時から午後8時まで）
わたる規定
・名簿を届け出た選挙区内で小選挙区選挙の候補者を届け出た政党等（候補者届出政党である名簿届出政
　党等）は比例代表選挙の選挙運動において小選挙区選挙の選挙運動にわたることができる。

衆議院名簿登載者の数

1 人 か ら 9 人 ま で

10 人 か ら 18 人 ま で

19 人 か ら 27 人 ま で

寸　　　　　　法

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

・ＮＨＫ、基幹放送事業者
・時間、回数については別記5のとおり
・手話通訳を付すことができる

28 人 以 上

横38.5㎝、縦 8段組以内

横38.5㎝、縦16段組以内

横38.5㎝、縦24段組以内

横38.5㎝、縦32段組以内

頒 布 で き る も の
・名簿届出政党等の本部が直接発行するパンフレット（書籍含む。以下「パンフレット
　等」という。）又はその要旨等を記載したパンフレット等として総務大臣に届け出たもの
　2種類以内（うち1種類は要旨等を記載したもの）

　・横おおむね9.6㎝、縦1段組の寸法の整数（2以上に限る。）倍
　・形態が長方形
　・横38.5㎝、縦15段組を超えてはならない。

寸　　　　　　法

　　　　1ページの4分の1

　　　　1ページの2分の1

　　　　1ページの4分の3

　　　　1ページ

衆議院名簿登載者の数

1 人 か ら 9 人 ま で

10 人 か ら 18 人 ま で

19 人 か ら 27 人 ま で

28 人 以 上

政 見 放 送



(別記4)機関紙誌についての制限（選挙に関する報道評論の掲載）

　

(別記5)政見放送の時間及び回数

　北関東選挙区及び東京都選挙区以外の選挙区

テレビ放送

18分（2回）

36分（4回）

54分（6回）

72分（8回）

　北関東選挙区及び東京都選挙区

テレビ放送

 9分（1回）

18分（2回）

27分（3回）

36分（4回）

○1回の放送時間　9分

日本放送協会の放送設備による時間及び回数

・政党等の本部で直接発行する新聞紙及び雑誌（以下「機関紙誌」という。）で総務大臣に届け出たもの各1種類に限る。
・通常の方法で頒布し、又は都道府県選管の指定する場所に掲示することができる。

　通常の方法
　①引き続いて発行されている期間が6月以上のものは、公示の日前6月間において平常行われていた方法をいう（その間に行
　　われた臨時又は特別の方法を含まない。なお、機関新聞紙については、政党演説会又は政党等演説会の会場において頒布す
　　る場合を含む。）。

　②引き続いて発行されている期間が6月に満たないものについては、通常の頒布方法としての政党演説会又は政党等演説会の
　　会場における頒布に限る。ただし、機関雑誌については、政党の行う演説会において頒布の実績がない場合については不
　　可。

・選挙に関する報道評論を掲載した政治団体の機関紙誌の号外等の頒布又は掲示は一切禁止される。
・政党等の届出機関紙誌の号外等で選挙に関する報道評論を掲載していないものでも、特定の候補者の氏名又は氏名類推事項
　を記載したものは当該選挙区内においては臨時又は特別の方法により発行されたものとみなされ、その頒布又は掲示を禁止
　される。

1 人 か ら 9 人 ま で

10 人 か ら 18 人 ま で

19 人 か ら 27 人 ま で

基幹放送事業者の放送

設備によるテレビ放送

の時間及び回数

 9分（1回）

18分（2回）

27分（3回）

ラジオ放送

 9分（1回）

18分（2回）

27分（3回）

衆議院名簿登載者の数

36分（4回） 36分（4回）

衆議院名簿登載者の数
日本放送協会の放送設備による時間及び回数

ラジオ放送

1 人 か ら 9 人 ま で  9分（1回）

10 人 か ら 18 人 ま で 18分（2回）

19 人 か ら 27 人 ま で 27分（3回）

28 人 以 上 36分（4回）

28 人 以 上


